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愛媛県県立学校学習用端末等貸与規程 新旧対照表 

 

愛媛県県立学校学習用端末等貸与規程の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改正後 改正前 

 （定義） 

第２条 この規程において学習用端末等とは、県立学校において生徒に貸

与し学習活動に使用することを目的として公費で整備した学習用情報

端末機器及びその付属品並びにクラウドサービスのアカウントをいう。 

 

 

様式第１号 

（前文） 

私は、本校在学中、下記の内容を確認・遵守して、学校から無償で貸与

された学習用端末等（付属品を含む。以下「貸出機器」という。）、クラウ

ドサービス（Microsoft 365 Education等のインターネット上で動作する

システム全般をいう。）及び学習系Ｗｉ－Ｆｉを利用することを誓約する

とともに、学習活動に利用するためにクラウドサービス上で私の学年、ク

ラス、氏名等の個人情報を取り扱うことに同意します。 

 

（貸出機器） 

名          称  数  量  

学習用端末 本体 １台 □ 

学習用端末付属品 

タッチペン １本 □ 

ＡＣアダプタ １個 □ 

インナーケース １個 □ 

※借用する物品にチェックを付けること。 

 

（定義） 

第２条 この規程において学習用端末等とは、県立学校において生徒に貸

与し学習活動に使用することを目的として公費で整備した学習用情報

端末機器及びその付属品、モバイルルーター並びにクラウドサービスの

アカウントをいう。 

 

様式第１号 

（前文） 

私は、本校在学中、下記の内容を確認・遵守して、学校から無償で貸与

された学習用端末等（付属品及びモバイルルーターを含む。以下「貸出機

器」という。）、クラウドサービス（Microsoft 365 Education等のインタ

ーネット上で動作するシステム全般をいう。）及び学習系Ｗｉ－Ｆｉを利

用することを誓約するとともに、学習活動に利用するためにクラウドサー

ビス上で私の学年、クラス、氏名等の個人情報を取り扱うことに同意しま

す。 

（貸出機器） 

名          称 数  量  

学習用端末本体 ARROWS Tab 

Q5010/EEG 

１台 □ 

学習用端末付属品 ＡＣアダプタ １個 □ 

ルーター本体 Aterm MP02LN １台 □ 

ルーター用付属品 ＡＣアダプタ １個 □ 

※借用する物品にチェックを付けること。 

   附 則 

 この規程は、令和８年２月１日から施行する。 


